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Ⅰ．はじめに

日本における児童相談所への児童虐待相談対応件数

は増加の一途を辿っている。厚労省が発表した昨年度

の児童相談所相談件数は，159,850件と過去最多であり，

このうち心理的虐待が88,389件（55.3%），身体的虐待

40,256件（25.2%），ネグレクトが29,474件（18.4%），性

的虐待1,731件（1.1%）と，心理的虐待が最も多いこと

が報告された。これは，児童虐待防止法が制定・施行さ

れた2000年度の17,725件に対して約10倍の件数に当たる

（厚生労働省，2019a）。また，虐待による死亡事例のう

ち約半数が０歳児であることが明らかとなっている（厚

生労働省，2019b）。この現状を踏まえると，児童虐待

の発生予防へ社会全体で向き合い，子どもたちの人権を

守っていくことは喫緊の課題と言える。

Ⅱ．児童虐待について

児童虐待の定義

　世界保健機構（以下，WHOとする）は，児童虐待を

「18歳以下の子どもに対して起こる虐待やネグレクト」

と定義しており（World Health Organization, 2016），

アメリカ疾病予防管理センターでは，「親またはその他

の養育者の作為または不作為によって，児童に危害が加

えられたり，危害の危険にさらされたり，危害の脅威に

さらされること」と定義している。我が国においては，

児童虐待防止法の第２条において以下の通りに，定義さ

れている。

第二条　この法律において，「児童虐待」とは，保護者

（親権を行う者，未成年後見人その他の者で，児童を現

に監護するものをいう。以下同じ。）がその監護する児

童（十八歳に満たない者をいう。以下同じ。）について

行う次に掲げる行為をいう。

一 　児童の身体に外傷が生じ，又は生じるおそれのある

暴行を加えること。

二 　児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわ

いせつな行為をさせること。

三 　児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食

又は長時間の放置，保護者以外の同居人による前二号

又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保

護者としての監護を著しく怠ること。

四 　児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応，

児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力（配

偶者（婚姻の届出をしていないが，事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。）の身体に対する不法な

攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこ

れに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。）

その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行う

こと。

他国の定義と，我が国における法上の定義を比較する

と，どちらも18歳未満に対する保護者による不適切な養

育行動を「児童虐待」としている。また近年，諸外国の

研究においては，「Maltreatment」という用語が使われ

ることが多くなってきている。これは，「児童虐待」に

比べると，より広範な概念として用いられており，子ど

もに対する大人の不適切なかかわり全般を意味する，子

どものこころと身体の健全な成長と発達を阻む養育を全

て含んだ呼称である。Malはラテン語で，英語のBad, 

Wrongを示す意味とされ，日本語でいう「悪い」とい

う意味に相当し，転じて「不適切」と訳されている。し

たがって，Maltreatmentは「不適切な関わり」と訳さ

れている。児童虐待とChild Maltreatmentは同意語と

周産期支援についての現状と課題 
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されていることから，本稿ではMaltreatmentを含めた

意味として「児童虐待」と統一し，論じていく。

児童虐待の影響

近年，児童虐待の影響は短期的だけでなく，長期

的にも心身に影響を与えることが明らかとなってき

た（Alink, Cicchetti, Kim ＆ Rogosch, 2012; Gilbert 

at al., 2008; Jonson,Kohl, & Drake. 2012）。Norman, 

Byambaa, De, Butchart, Scott, Vos （2019）の研究で

は，被虐待児への曝露が，うつ病や薬物依存，性感染症

や若年での妊娠を引き起こす要因につながることを報告

している。さらに、最近注目を集めている小児期逆境体

験（adverse childhood experience: ACE’s）の研究で

は，虐待をはじめとする小児期の逆境体験は成人になっ

てからの身体的な疾患を増加させ，死亡年齢も低くなる

ことを報告した（Anda R.F et al.,2006; BellisM.A, et 

al., 2015）。虐待やネグレクトによるトラウマを抱えた

子ども1599名を対象としたSpinzzola et al. （2005）の

研究では，PTSDや不安障害の診断基準では捉えきれな

い，感情調節障害，注意および集中の障害，否定的な自

己像，衝動コントロールの問題，攻撃性の問題が50%以

上に見られ，身体化，問題行動，性的逸脱，アタッチメ

ントに関する問題，解離症状が，対象の３分の１に認め

られたと報告している。このように，児童虐待はあらゆ

る精神疾患等のリスクを高めるだけではなく，その発症

が長く，重症度も高く，合併症も多い。（Teicher M.H

＆Samson J. A, 2013）。

一方，近年，技術の発展に伴い，脳機能への影響も

明らかとなっている。Tomoda, Polcari, Anderson＆

Teicher （2012）は，物心ついたころから言葉による虐

待を受けた被虐待者たちを調べたところ，コミュニケー

ションや言語において重要な役割を司っている聴覚野へ

ネガティヴな影響を及ぼしていることが報告された。さ

らに，厳格な体罰を長期かつ継続的に受けた被虐待児に

は感情や思考のコントロールを司る右前頭前野内側部へ

影響を与えることも後に明らかとなった （Tomoda et 

al., 2012）。このように，児童虐待は目に見えないとこ

ろにまで悪影響を及ぼしている。

以上のような観点を踏まえると，虐待を受けた子ども

の心身への影響を短，長期的な視点から理解して早急に

対応することが求められている。

児童虐待要因

では，なぜ児童虐待は引き起こされるのだろうか。児

童虐待のリスク要因についての検討を行なったMulder,  

Kuiper, Put, Stams ＆ Assink （2018）のメタ分析の結

表１　児童虐待におけるリスク要因

リスクドメイン 具体例

Family
level

未婚
親密なパートナーによる暴力
大家族（２人以上の子ども）
両親形態
家族の行動と認知
低いソーシャルサポート／
ソーシャルネットワーク

両親が婚姻状態にない，ひとり親で育つ
パートナーによる暴力，暴力による外傷
同じ世帯に３人以上の子どもいる
ひとり親または同じ世帯に居住しているものが実親ではない
家族の暖かさの欠如，親と子の役割転換，共感性の欠如

家族資源が低い，コミュニティや社会とのつながりが低下している状態

Parent
level 

親の犯罪歴，反社会的行動
精神疾患の既往歴
低学歴
精神・身体疾患
虐待の既往
年齢
失業
依存症
幼少期の体験
妊娠に関する認識
出生前問題

飲酒による身体的暴力，凶器を使用，逮捕歴
母親の産後うつ，精神疾患の既往歴（うつ病，情動障害，統合失調症など）
高等教育を修了していない
うつ病障害を持病として持っている，低い自尊心，低IQ
親自身がネグレクト，性的虐待といった児童虐待の経験有り
20代未満の父親，母親
父親，母親の失業経験，失業中
アルコール，薬物乱用障害を持っている，既往歴あり
親自身の不安定な愛着
パートナーが中絶を検討した，望まない妊娠
妊娠中の喫煙

Child
level

non-Caucasian
周産期問題
精神的／身体的／行動上の問題

子どもがマイノリティに属する場合
低体重児，未熟児，低いAPGAR（１スコア）
視聴覚の発達の遅れ，低いIQ

※１）APGAR指数：出産直後の新生児の健康状態を表す指数
　（ Mulder et al., (2018). Risk factors for child neglect: A meta-analytic review. Child abuse & neglect. 77. 

198-210．より一部変更）
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果をTable１に示した。リスクは主に① Family level 

② Parent level ③ Child levelの３要因に分けられて

いる。これは，厚生労働省（2007）が示した「子ども虐

待対応の手引き」にある虐待に至るおそれのある要因と

もほぼ一致する結果である。

はじめに，家庭要因として，単身家族や未婚家族，内

縁者や実親でない同居人がいる場合，大家族といった家

族形態についてのリスクがあげられている。また，親族

や地域社会からの孤立化についても指摘されており，家

族と地域のつながり，地域資源とのつながりの低さもリ

スクになり得る。

次に保護者レベルのリスク要因については，精神疾患

既往歴，反社会的行動，親の被虐待経験といった，親の

過去における出来事がリスクとしてあげられている。さ

らに，望まぬ妊娠，10代での妊娠といった，親が母親，

父親になるための準備期間が十分でない中での妊娠によ

るリスクも指摘されている。

最後に，子どもの側のリスクとして，未熟児や何らか

の発達に遅れを持っている子どもたちがあげられた。一

方，Mulder et al. （2018）は，子ども側のリスクは，家

族，親の要因に比べると，影響力としては低いことを示

している。

日本独自の要因としては，「妊娠の届けがなされてお

らず，母子健康手帳が未発行である」「妊婦健康診査が未

受診である又は受診回数が極端に少ない」「関係機関から

の連絡を拒否している」「訪問をしても子どもに会わせ

ない」「転居時に十分な引き継ぎが行えていなかった」と

いった，地域との接触が少なく，社会参加していない妊

婦の孤立化が指摘されている（厚生労働省，2019b）。

Ⅲ．周産期支援について

周産期支援がなぜ今求められるのか

　前節では，児童虐待が及ぼす影響，そして児童虐待の

リスク要因について整理した。本節では，これまで述べ

てきたことを踏まえ，２つの視点から，なぜ，児童虐待

を予防するために周産期支援が求められているのかにつ

いて論じていく。

１点目は，児童虐待や社会擁護へ対して大きな示唆を

与えたEnglish and Romanian AdopteesとThe Bu-

charest Early Intervention Projectらの調査からであ

る。この調査では，ルーマニアにおける独裁政権崩壊後

に劣悪な環境下にあった孤児院から英国に国際養子縁組

とされた子どもの発達を追跡したものだ。調査の結果，

養子縁組とされた子どもたちに脱抑制型のアタッチメン

トの問題，擬似自閉症特徴，不注意・過活動，知的機

能障害等の症状が認められた（Rutter et al., 2007）。ま

た，子ども達の脳機能，精神保健問題等の観点からは，

２歳までに施設から里親へ移行された子どもたちは明ら

かな認知機能の回復がみられ，その移行が早ければ早

いほど，効果を最大にすることを報告した（Nelson & 

Adger, & Brown, 2007）。このような結果を受け，著

者らは人間の精神的，肉体的（脳）な発育は２歳までに

臨界点があり，子どもの健康な発達には「家庭」が必要

であるということを明らかにした。換言すると，産まれ

てくる子どもたちには安心できる親の存在と安定した家

庭環境が必要であるということである。

２点目は，虐待による乳児の死亡事例件数についてで

ある。厚生労働省が2019年に提出した「第１次から第15

次報告までの児童虐待による死亡事例等の検証結果」に

よると，虐待死のうち，０歳児の虐待死の割合は47.9%

と全体の約半数を占めており，中でも０日児が19.1%を

占めていると報告した。つまり，産後間もなく虐待に

よって命を落としている子どもが多く存在しているとい

うことだ（厚生労働省，2019b）。このように，子ども

の健康な発育のためには，安心できる家庭環境が必要で

あると叫ばれているのにも関わらず，児童の権利が侵さ

れ，最悪なケースが報告されている。この現状を踏まえ

ると，児童虐待予防のためには，事後介入ではなく，周

産期，妊娠期から未然予防の観点に基づく介入を切り目

なく行い，妊婦の親への移行準備を専門職が連携し手助

けしていくことは我が国における重要な課題なのではな

いだろうか。Barnet, Liu, DeVoe, Alperovitz, Bichell 

& Duggan （2007）は，周産期のメンタルヘルス問題を

治療しなかった場合のコストについて年間81億ポンド

と推定したうえで，そのうち72%は子どもへの長期的な

悪影響に起因すると明らかにした。この調査を踏まえ

英国政府では，2015年から2021年の間にNHSイングラ

ンド周産期メンタルヘルスコミュニティサービスに３億

65000万ポンドを投資したことを発表している（NHS 

England, 2016）。虐待研究の古い英国では既に国を挙

げての周産期における妊婦へのサポートが始まってい

る。このような海外の動きからも周産期支援は重要であ

ることがわかる。

我が国においては，児童虐待防止への体制は年々強

化されており2016年には，「児童福祉法」が，2019年に

は，「児童虐待防止法」が改正された。一方，支援につ

いては，多くが地域保健活動に委ねられ，支援の主な対

象は出産後の母親であった。しかし，近年，厚生労働省

が提案した「健やか21（第２次）」では，「妊娠期から



―112―

の児童虐待防止対策」が重点課題の一つに設定され，我

が国でも妊娠期，周産期から妊婦を支援し，児童虐待予

防を試みる動きが見られている（厚生労働省，2019c）。

すなわち，我が国においても生まれてくる乳児のための

子育ての環境を整えること，周産期支援は注目されてお

り，大きな期待が寄せられている。

　そこで本稿では，海外のこれまでの実践を踏まえなが

ら，我が国における展望について論じていくこととする。

周産期支援の現状

子どもの虐待を防止または軽減することを目的とした

介入の数は，過去数十年で指数関数的に増加している

（Daro & Dodge, 2009）。そこで，本節では，周産期の

妊婦に実際にどのような支援が行われているのか，国外

で行われたランダム化比較試験を中心に概観し，介入対

象，介入目的，介入手法，結果についてレビューしてい

く（Table２）。

　介入対象者　介入対象者は，マイノリティに属してい

る妊婦にアプローチしている介入が多くみられた。10

代の妊婦への介入が一番多く（Arancena et al., 2009; 

Barnet et al., 2007; Mckelvey et al.,2012; Jacobs et 

al., 2016, Hans, 2013; Barlow et al., 2013），その他に

は，民族的マイノリティの妊婦（Barnet et al., 2007），

貧困地域と指定されているコミュニティに在住している

妊婦（Arancena et al., 2009），薬物やアルコールへの

物質依存の既往がある妊婦（Mejdoubi et al., 2015）へ

の介入がみられた。リスクスクリーニングを行わなかっ

たものとしては，Feinberg et al. （2016）やKan&-

Feinberg （2014）のものがあげられる。

　介入目的と介入内容　介入の目的は，児童虐待予防

を目的とした母親のスキルへ介入していくものと， 母

親の自尊心や自己効力感といった親自身のウェルビー

ングへ介入していくものに分けられた。Feinberg et 

al.（2016），Kan ＆ Feinberg （2014）は，夫婦を対象

とし，夫婦間の問題解決スキルやコンフリクトの対処

法といった夫婦の相互支援を第一次アウトカムとして

設定していた。また，授乳の方法や子どもの発達につ

いての知識等，育児スキルの向上へ介入しているもの

も複数みられた（Arancena et al., 2009; Barnet et al., 

2007; Mckelvey et al., 2012; Dew ＆ Breakey, 2014; 

Mejdoubi et al., 2015; Barlow et al., 2013）。さらに，

児童虐待をする母親に共感性の低さが認められているこ

とから，子どもへ対しての共感性を持つことをアウトカ

ムに設定しているものもあった（Hans et al., 2013）。

母親のウェルビーングへ対しての介入としては，母親

の自尊心，自己効力感の向上，再妊娠を予防するための

性教育，女性としてのアイデンティティ形成といった

ものがアウトカムとして設定されていた（Arancene et 

al., 2009; Dew ＆ Breakey, 2014; Jacobs et al., 2016; 

Mejdoubi et al., 2015）。

　介入手法とフォローアップ　介入の手法は，家庭訪問

によるものが多くみられ，リスクスクリーニングをして

いない一般のポピュレーションに介入した以外の介入プ

ログラムは，全て家庭訪問によるものであった。また，

介入の評価，フォローアップ期間については，生後12ヶ

月を評価ポイントとして置いている研究が多くみられた。

　介入結果　夫婦へ介入したFeinberg et al.（2016）

の研究では，産後10ヶ月評価で，親のメンタルヘルス，

共同育児，家族内の暴力において介入前後で有意差が認

められた。また，子育てスキルへ介入したArancena et 

al.（2009）の研究では，母親の精神的健康および子ど

もの言語発達において，統制群と介入群で有意差がみら

れたと報告している。 Mckelvey et al.（2012）は，体

罰に対する信念や子どもへの不適切な期待やAdult-Ad-

olescent Pareting Inventoryのスコアが有意に改善し

たことを報告した。 Dew & Breakey（2014） の研究で

は，介入群と統制群の虐待報告件数に有意差があったと

報告しており，統制群に比べ介入群のほうが虐待報告件

数が少なかったことを報告した。一方で，母親のウェル

ビーイングへ介入したものに関しては，子どもの母親の

インターらクションを高める結果が報告された（Hans 

et al., 2013）。親の自尊心，自己肯定感に介入したMe-

jdoub et al.（2015），Dew & Breakey（2014）の介入

では，共に虐待の件数が生後３年まで対照群に比べ有意

に低かったことを報告している。

Ⅳ．本研究における限界と考察

研究の限界

本稿では，児童虐待の「発生予防」，つまり妊娠期の

未然予防の観点から，海外の取り組みにおける研究動向

と現状を整理することを目的に文献レビューを行った。

よって，システマティックレビューなどと比較すると，

今回検討した文献は限定的で，児童虐待予防の全ての研

究を網羅したとは言えない。また，選定した論文の研究

遂行上のバイアスリスクを含むものも除外できていない

という限界がある。
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考察

　国外の10件の文献を概観した結果，児童虐待防止のた

めの周産期からの予防介入において，以下のことが示唆

された。

１．児童虐待を目的とした周産期におけるRCTの介

入対象は，リスク妊婦，リスク家庭を対象としているも

のが多くみられた。リスクスクリーニングをしていない

一般集団（general population）へのRCTによる介入

は限定的であった。

２．介入の手法については，家庭を専門職が訪問する

アウトリーチによる介入が多くみられた。また，フォ

ローアップ期間は，産後12ヶ月，つまり子どもが１歳ま

で追っているものがほとんどであり，長いものだと，子

どもの３歳地点まで追っているものもあった。

３．介入結果については，子育てスキル，親のメンタ

ルヘルスの変化が有意に認められたこと，虐待の報告件

数が統制群に比べて有意に低かったということが中心に

報告されていた。

今後の展望

児童虐待対策といった場合，虐待を未然に防ぐ第一次

予防，虐待のリスクが疑われる層へ介入する第二次予

防，虐待が認められ再発防止に向けて介入する第三次予

防が存在する。今回検討した文献については，リスク因

子のある親に限定されているものが多く，上記でいう

第二次予防にあたる介入が多くみられた。我が国におい

ては，産科医療施設での分娩が99%とほぼ全例を院内で

取り扱っている。よって，リスク妊婦を行政や地方自治

体がアセスメントし，リスク妊婦への介入を行なってい

る地方自治体も多く見られる。一方で，大阪府（2019）

は，飛び込み出産や妊娠届けの未提出が児童虐待と強く

関連していると報告している。また，近年では，法律に

は含まれていないが，子ども権利を侵害する「教育虐待」

や「教育ネグレクト」も社会問題化してきている。すな

わち，児童虐待には，医療にかかっていない親や既存の

スクリーニングでは引っかからない親にも，虐待のリス

クが潜んでいると考えられる。このような視点を踏まえ

ると，我が国において，第二次予防だけで，虐待を防ぐ

ことは困難ではないだろうか。本来の意味での児童虐待

予防を試みるためには，第一次予防，つまり，リスクポ

ピュレーションだけではなく，地域を対象とした一般集

団への広い介入が必要となってくると考える。
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